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【発行・問合せ先】川南町役場 まちづくり課 地域あんしん係 TEL 27-8002 

 

 

 

【4 月】    

12 日 (日) 宮崎県県議会議員選挙投票日 期日前投票は 4 月 4 日(土)～11 日(土)まで 

15 日 (水) 農業用廃プラスチック収集 9:00～15:00 尾鈴地区廃プラスチック集積場  

  乳児健診 13:00～ 保健センター 

16 日 (木) 人権・行政相談 10:00～15:00 川南町公民館 

17 日 (金) 1 歳 6 ヶ月児健診 13:00～ 保健センター 

26 日 (日) 川南町町長・町議会議員選挙投票日 期日前投票は 4 月 22 日(土)～25 日(土)まで 

30 日 (木) 農業委員会定例総会   

【5 月】     

7 日 (水) 農業用廃プラスチック収集 9:00～15:00 尾鈴地区廃プラスチック集積場  

8 日 (金) 農家相談 9:00～11:30 第 1 会議室 

川南町の人口            休日在宅当番医  

4月19日 … 喜多医院 5 月 5 日 … 尾鈴クリニック 

4月26日 … 川南病院 5 月 6 日 … 尾鈴クリニック 

5 月 3 日 … 川南病院 5 月 10 日 … 川南山口整形外科医院 

5 月 4 日 … 尾鈴クリニック  …  

 

訂正とお詫び 

平成 27 年 3 月 6 日発行の広報かわみなみ Vol.138 の 2 ページ目の記事に誤りがありました。お詫びして訂

正いたします。（誤）当時を思い出して涙ぐむ市丸先生⇒（正）当時を思い出して涙ぐむ水俣先生 

御存じですか 行政相談員 

年度までに引き続き、川南町の行政委員に米田正直さんが委嘱されました。行政相談委員は、総務大

臣から委嘱された住民と行政のパイプ役で、無報酬で行政に対する苦情や相談を受け付け、助言や関

係機関に対する通知などを行っています。相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽に御相談ください。 

【問合せ先】 まちづくり課     TEL 27-8002 

      宮崎行政評価事務所  TEL 24-3370 

（まちづくり課） 

 

 

 

 

 

 

総人口 … 16,261 人 (先月比△22) 

世帯数 … 6,091 人 (先月比△7) 

男 … 7,738 人  

女 … 8,523 人 (平成 27 年 3 月 1 日時点) 

昨 

【ホームページ】 【フェイスブック】 

回覧板は次の人のために読み終えたら早めに回すようにしましょう！ 

月日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

回

覧

確認印

お願い 

4 月後半と 5 月前半の行事予定 



高齢者肺炎球菌ワクチンの助成について 

齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種は平成 26 年 10 月より定期予防接種となっております。平成

27 年度（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）の対象者は下記の方になります。接

種を希望の方は病院に予約をしてお受けください。 

 

【対 象 者】 川南町在住で次に該当する方  

① 65 歳になる方 

② 60 歳以上 65 歳未満の方で心臓や腎臓、呼吸器に重い病気のある方など 

（障害手帳等が必要） 

※ただし、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン（23 価肺炎球菌ワクチン）を受けられたことが

ない方に限る 

平成 26 年度～平成 30 年度までは、経過措置として、該当する年度に 65 歳・70 歳・75 歳・

80 歳・85 歳・90 歳・95 歳・100 歳になる方も対象となります。 

平成平成平成平成 27272727 年度の対象者は、以下の生年月日に該当する人です。年度の対象者は、以下の生年月日に該当する人です。年度の対象者は、以下の生年月日に該当する人です。年度の対象者は、以下の生年月日に該当する人です。    

対象者 生年月日 

65 歳になる人 昭和 25 年 4 月 2 日生～昭和 26 年 4 月 1 日生 

70 歳になる人 昭和 20 年 4 月 2 日生～昭和 21 年 4 月 1 日生 

75 歳になる人 昭和 15 年 4 月 2 日生～昭和 16 年 4 月 1 日生 

80 歳になる人 昭和 10 年 4 月 2 日生～昭和 11 年 4 月 1 日生 

85 歳になる人 昭和 5 年 4 月 2 日生～昭和 6 年 4 月 1 日生 

90 歳になる人 大正 14 年 4 月 2 日生～大正 15 年 4 月 1 日生 

95 歳になる人 大正 9 年４月 2 日生～大正 10 年 4 月 1 日生 

100 歳になる人 大正 4 年 4 月 2 日生～大正 5 年 4 月 1 日生 

 

【自己負担額】 2,500 円（生活保護の方は、費用免除する接種券を配布しますので、接種前に保健センタ

ーに手続きにお越しください。代理の方が手続きにくる際のみ印鑑が必要です。）  

【助成期間】 平成 27 年 4 月 1 日（水）～平成 28 年 3 月 31 日（木） 

【問合せ先】 川南町役場 町民健康課 健康推進係（保健センター）27-8009 

（町民健康課） 

 

点訳ボランティア養成講座受講生募集について 

鍋町視覚障がい者福祉会では、宮崎県から委託された点訳ボランティア養成講座を開催します。希

望される方は、次のとおりお申込みください。 

 

【開 校 式】 平成 27 年 4 月 28 日（火） 13:30～ 

【講習日時】 毎月第 2 第 4 火曜日 13:30～15:30 

【対 象 者】 児湯郡内に住民票がある方 

【場 所】 高鍋町老人福祉館 

【経 費】 年会費 2,500 円（保険料を含む） 

           テキスト代 1,100 円（個人負担） 

           パソコンは個人所有のものを使用してください。 

【申込締切】 平成 27 年 4 月 20 日（月） 

【申 込 先】 大西 覚  090-2850-5009 

       田中 直子 090-5926-4636 

（福祉課） 

   

高
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西都児湯環境整備事務組合パート職員の募集について 

都児湯環境整備事務組合（西都児湯クリーンセンター）では、ごみ処理業務に従事していただける

方を次のとおり募集します。 

 

【採用予定人数】 パート職員 若干名 

【賃 金】 1 時間当たり 850 円 

【勤務時間】 9:00～16:00（土日祝日は休み） 

【業務内容】 資源ごみの手選別作業及びそれに付随する業務 

※通勤手当や賞与等の諸手当（時間外手当を除く）の支給はありません。 

【任用期間】 平成 27 年 5 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日（更新あり） 

【募集期間】 平成 27 年 3 月 25 日（水）～4 月 15 日（水） 

【福利厚生】 社会保険・労災・雇用保険・有給休暇制度あり 

【応募資格】 西都児湯地区に在住し、健康で、市町村税等の滞納のない方 

【応募方法】 市販の履歴書に写真を添付し、必要事項を記載の上、西都児湯環境整備事務組合に申し込んで

ください。 

【採用方法】 面接により選考します。（面接日は募集期間以降となります。後日連絡します。） 

  ※応募多数の場合は、書類選考をした上で面接を行います。 

【問合せ先】 西都児湯環境整備事務組合（西都児湯ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ） TEL 41-1761 FAX 41-1762 

〒881-0027 西都市大字南方 6548-1 

春の道路愛護作業実施のお願い 

の道路愛護作業を次のとおり計画しました。振興班での実施をよろしくお願いします。受付は振興班

長、若しくは、代理の方でも結構ですので、役場建設課に用意している申込用紙に、直接記入してく

ださい。砕石は、申込み（１振興班）につき、2ｔダンプ 4 台までです。砕石運搬希望日は受付先着順ですの

で御注意ください。なお、電話での申込みや、受付期間以外の申込みは出来ませんので、御了承ください。 

また、道路側溝の清掃、見通しの悪い所及び道路にはみ出ている樹木の枝落し、路側の草刈りなどの作業も計

画をたてて、振興班等での実施をお願いします。 

道路草刈り用の給油券については、草刈機 1 台につき 1 リットル、1 年を通して支給しています。振興班単

位だけでなく、各種団体等の活動の中で道路草刈りをする場合等にも御活用ください。 

【受付期間】 平成 27 年 5 月 11 日（月）～ 5 月 15 日（金） 

【実施期間】 平成 27 年 5 月 18 日（月）～ 5 月 22 日（金） 

【受付時間】 開庁日の 8:30～12：00、13:00～17:15 

(建設課) 

NPO 法人の認証に係る窓口の変更について 

成 27 年 4 月 1 日（水）からＮＰＯ法人の認証等に係る事務処理が町に権限移譲されました。 

川南町に事務所を置くＮＰＯ法人の設立認証や事業報告書等の受付、申請書の縦覧、事業報告書等

の閲覧等を役場まちづくり課で行います。ただし、複数の都道府県及び市町村に事務所を置くＮＰＯ法人につ

いては、これまでどおり、主たる事務所のある都道府県庁が窓口となります。 

※認定・仮認定ＮＰＯ法人の認定事務はこれまでどおり、県庁 生活・協働・男女参画課で行います。 

【問合せ先】 まちづくり課 協働推進係 27-8002                 （まちづくり課） 
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戸籍だよりへの掲載を希望されない場合は、届出の際に窓口でその旨をお知らせください。

 


